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今後の臓器移植医療のあり方について
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資料２

令和６(2024)年７月26日



臓器移植医療の現状（まとめ）

○臓器移植法の施行後四半世紀が過ぎる中で、臓器提供者数は徐々に増加してきている一方で、諸外国と
比べると、未だ低い水準。

○臓器移植医療の中心となる臓器あっせん機関、臓器提供施設、移植実施施設の現状は以下のとおりと
なっている。

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日

【臓器あっせん機関】

・公益社団法人日本臓器移植ネットワーク（以下、「JOT」という）が、眼球を除いて、我が国唯一の臓器あっせん機関と

してあっせん業務を実施。

・臓器提供を希望した場合の家族への説明を行うコーディネーターはJOT及び地域それぞれに在籍しているが、 JOTの運営

要領に従い、主にJOTの臓器移植コーディネーターが地域に赴いて行っており、 臓器移植のあっせんにかかる律速も負

担もJOTの臓器移植コーディネーターが負っている。

【臓器提供施設】

・脳死下臓器提供が実施可能な施設は約900施設存在する中で、脳死下臓器提供の経験がある施設は約300施設。

・脳死下での臓器提供数について、数年間臓器提供事例が複数例発生している地域がある一方で、制度創設以来数件にと

どまっている地域が存在する。

・脳死下臓器提供の可能性がある患者に脳死の判断が行われておらず、家族に臓器提供の情報提供が行われていない可能

性がある。

【移植実施施設】

・移植実施を辞退する事例が存在している。

・移植実施施設ごとの診療実績等の情報が公開されておらず、患者が移植実施施設を選択できない。

○ 臓器提供数が諸外国と比べて極端に少なく、また、増加していない背景には、どのような課題があ
るのか。

2

第66回臓器移植
委員会 資料２

令和6年7月26日



これまでの臓器提供に係る制度の改正や取組

臓器の移植に関する法律

イスタンブール宣言

臓器の移植に関する法律改正

臓器提供施設連携体制構築事業

臓器の移植に関する法律の運用に関する指針の改正

平成９年

平成20年

平成21年

令和元年

令和４年

死体（脳死した者の身体を含む）からの臓器の摘出

が可能に。

「各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努

めるべきである」

死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用され

るために提供する意思を書面により表示していない

場合においても、遺族が書面により承諾した場合に

臓器の摘出が可能に。

臓器提供の体制が整わない理由として「適正に脳死

判定を行える医師が不在」「院内マニュアルがな

い」といった意見が多いことを踏まえ、「臓器提供

の経験が豊富な医療機関」が、「臓器提供に不慣れ

な医療機関」を支援する「臓器提供施設連携体制構

築事業」を開始。

臓器提供施設連携体制構築事業の拡充令和６年

小児の臓器提供に関し、「15歳未満における知的障

害等の臓器提供に関する有効な意思表示が困難とな

る障害を有する者」および「虐待を受けた児童への

対応」の見直し。

「臓器提供施設連携体制構築事業」において、「脳

死が強く疑われる者」の情報を早期に拠点病院と共

有する取組を開始。

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日
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臓器提供状況の推移について
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（資料）（公社）日本臓器移植ネットワークが提供した情報を元に厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工
４

（名）

臓器提供者数の推移（令和６年３月末までに脳死下の臓器提供者は1,042名。）

9

令和５年度の脳死下臓器提供数は過去最高であった。

第66回臓器移植
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各国の人口100万人当たりの臓器提供数

5（資料）International Registry of Donation and Transplantation. Global Observatory on Donation and Transplantation の情報を元に
厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工

（人／人口100万人）

日本は欧米や他のアジア諸国と比べ、人口100万人当たりの脳死・心停止ドナー数が少ない。
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臓器移植の実施体制について

臓器提供施設
（※１）

①患者が臓器提供者となり得る状態となる

②主治医より患者家族に病状説明

③患者家族が臓器提供について
話を聞くことを希望

⑥患者家族の意思の確認

⑦法的脳死判定

④患者家族への
説明依頼

⑤臓器移植
コーディネーター派遣

⑨移植待機者の中から臓器ごとに
対象者を選択し連絡

⑫臓器摘出～搬送

（公社）日本臓器移植
ネットワーク（※3）

移植実施施設
（※２）

⑧メディカル
コンサルタント派遣

⑬移植の実施

（※3）公益社団法人日本臓器移植ネットワークは、眼球のあっせんを除き、
日本で臓器移植法に基づき許可されている唯一のあっせん機関。

（資料）「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）
（平成９年10月８日健医発第1329号厚生省保健医療局長通知別紙）等を基に作成。

⑩臓器摘出チーム
派遣要請

⑪臓器摘出
チーム派遣

（※1）脳死下での臓器提供を行う臓器提供施設については、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）に基づき,
大学附属病院や救命救急センターとして認定された施設等に限定している。
臓器提供施設のうち、臓器提供の経験豊富な施設は臓器提供施設
連携体制構築事業の拠点施設として、他の臓器提供施設の支援を行っている。

（※２）脳死した者の身体から摘出された臓器の移植（眼球を除く）を行う移植実施施設は、
「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）に基づき
日本医学会移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定することとしており、
同合同委員会に参加する各学会が、各学会が定める基準に基づき審査・推薦を行い、
同合同委員会が、本審査・推薦に基づき、移植実施施設を認定している。

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日
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臓器あっせん機関の構造について

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日

理事長

理事

監事

事務局長

本部長・部長

都道府県臓器移植コーディネーター

副理事長１名

専務理事１名

理事 移植外科医（心臓・膵腎） 移植内科医（心臓・肝臓） 救急医（２人）
レシピエントコーディネーター（肝臓） 患者（肺移植）
都道府県臓器移植コーディネーター メディア 経営学者 弁護士 会計士

・臓器提供について説明を聴くことを家族が希望した
場合の連絡窓口

・臓器提供施設に出向き、家族に臓器提供に関する説
明を実施

・移植実施施設との連絡調整
・臓器搬送の調整

34名

※普及啓発・関係機関との連携体制の構築
臓器提供時の現場での初動対応・説明・承諾書の作成等

設置に必要な経費は地方交付税で措置しており、
日本臓器移植ネットワークからの委嘱を受けて、
臓器あっせん業の一部（家族の対応やドナー情報
の収集など）を行う。

（注）令和６年４月1日時点。JOT本部のコーディネーターは事業推進本部の所属に限る。休業者を除く。人数については異動・退職等により変動あり。

2名

JOT本部のコーディネーター

JOT地域オフィスの

コーディネーター

（５人）

62名

・臓器提供施設に出向き、家族に臓器提供に関する説
明を実施

・ドナー情報の収集
・臓器摘出術・臓器搬送の調整
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脳死下の臓器摘出にいたるプロセスと件数

「脳死とされうる状態」を経た
死亡者数

（推計※）4,412名

「脳死とされうる状態」
の診断が実施された者
（推計※）1,363名

家族に臓器提供に関する
情報が提供された者
（推計※）1,113名

脳死下臓器提供
が実施された者

105名

（※）令和５年度厚生労働科学研究費補助金事業「終末期医療から脳死下・心停止後臓器提供に関わる医療の評価に関する研究：横堀將司（日本医科大
学）」の結果を用い、５類型施設895施設のうち、回答のあった612施設において、3,017名が「脳死とされうる状態」を経て死亡し、うち「脳死とさ
れうる状態」の診断が実施された患者数は932名、うち、家族に臓器提供に関する情報が提供された患者数は761例であったことから、有効回答率を
踏まえ、895施設/(647施設-35施設)を乗じた値を用いた。脳死下臓器提供が実施された者は令和４年度の実績を105名を用いた。

69%
減

18%
減

91%
減

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日

急性期重症患者受け入れ

終末期（脳死とされうる状態）を
判断

脳死判定

主治医等が家族に臓器提供の説明
を聞くことの希望を確認

コーディネーターの説明に対し、
家族が臓器提供を承諾

臓器摘出術

8

臓器の機能評価

令和５年度厚生労働科学研究費補助金事業「終末期医療から脳死下・心停止後臓器提供に関わる医療の評価に関する
研究」において、脳死を経て死亡した患者の多くに脳死の判断が行われておらず、家族に臓器提供の情報提供が行わ
れていない可能性があることが示された。

第66回臓器移植
委員会 資料２

令和6年7月26日



脳死下臓器提供の経験のある施設数及び実施件数

9

（資料）（公社）日本臓器移植ネットワークが提供した情報を元に厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工
（※）
•大学附属病院
•日本救急医学会の指導医指定施設
•日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
•救命救急センターとして認定された施設
•日本小児総合医療施設協議会の会員施設

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日

令和５年度に脳死下臓器提供が可能な施設は906施設。うち、これまでに脳死下臓器提供の経験がある施設は約300

施設で、うち約１／３の施設は経験件数が１例のみとなっている。

31例以上, 

1

21～30例, 2

16～20例, 3

11～15例, 12

６～10例, 

38

2～５例, 

131

1例, 110

297

609

臓器提供の経験あり

臓器提供の経験なし

令和５年度 脳死下臓器提供が実施可能な施設（※）

９０６

臓器提供実施件数（類型）

第66回臓器移植
委員会 資料２
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各都道府県の臓器提供件数

10

「臓器の移植に関する法律」施行後、令和５年度の各都道府県の脳死下臓器提供者数において都道府県間の格差がみ

られる。

（資料）（公社）日本臓器移植ネットワークが提供した情報を元に厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工

（pmp）

（pmp）

0

2

4

6

鳥
取

岡
山

長
崎

新
潟

香
川

熊
本

石
川

青
森

愛
媛

京
都

岩
手

愛
知

徳
島

滋
賀

福
井

兵
庫

鹿
児
島

和
歌
山

広
島

栃
木

北
海
道

茨
城

埼
玉

福
岡

三
重

大
阪

福
島

静
岡

神
奈
川

東
京

長
野

宮
城

秋
田

山
形

群
馬

千
葉

山
梨

富
山

岐
阜

奈
良

島
根

山
口

高
知

佐
賀

大
分

宮
崎

沖
縄

令和５年度の脳死下臓器提供者数/人口100万人

0

5

10

15

20

25

新
潟

長
崎

岡
山

和
歌
山

石
川

香
川

静
岡

滋
賀

青
森

愛
知

岩
手

北
海
道

三
重

熊
本

群
馬

福
井

鳥
取

栃
木

兵
庫

高
知

広
島

鹿
児
島

沖
縄

東
京

大
阪

愛
媛

島
根

山
梨

京
都

茨
城

徳
島

富
山

神
奈
川

岐
阜

福
岡

山
形

宮
崎

長
野

宮
城

福
島

奈
良

佐
賀

埼
玉

千
葉

山
口

大
分

秋
田

人口100万人あたりの脳死下臓器提供者数（平成10年以降の総数）令和５年度末時点

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日

（※）令和5年度に提供があった県のうち、鳥取県、香川県、徳島県、福井県、和歌山県は人口が100万人未満

第66回臓器移植
委員会 資料２

令和6年7月26日



移植実施施設の現状

11

令和６年3月末時点の移植実施施設選定状況は、心臓移植11施設、肺移植11施設（心肺同時移植のみを実施する施

設を含む）、肝臓移植23施設、膵臓移植21施設、腎臓移植122施設、小腸移植13施設である。

（資料）（公社）日本臓器移植ネットワークが提供した情報を元に厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工

心臓移植

肺移植

肝臓移植

膵臓移植

小腸移植

11例/以上令和５年度

２-10例/令和５年度

１例以下/令和５年度

腎移植施設数
（件数が多いため別掲）

地域 施設数

北海道・東北 16

南関東
（東京、神奈川、

千葉）
22

北関東 ９

甲信越 ４

東海・北陸 19

近畿 16

中国・四国 17

九州・沖縄 19

第66回臓器移植
委員会資料２

令和6年7月26日
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委員会 資料２
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臓器移植後の生存率・生着率－心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸－
（令和６年３月末時点）

12

移植後５年で移植者が生存する割合は心臓、膵臓、腎臓で90%以上である。各臓器の移植の成績は公表しているが、
各施設の実績は公表していない。

臓器

生存率 生着率

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

心臓 96.4％ 95.4％ 94.4％ 93.7％ 92.9％ 96.4％ 95.4％ 94.4％ 93.7％ 92.9％

肺 91.2％ 86.3％ 81.9％ 78.1％ 72.6％ 91.1％ 86.3％ 82.0％ 77.8％ 71.9％

肝臓 89.4％ 87.3％ 87.0％ 85.8％ 84.5％ 88.7％ 86.5％ 86.2％ 84.9％ 83.5％

腎臓 96.6％ 95.3％ 94.1％ 92.5％ 91.2％ 90.3％ 87.5％ 85.1％ 82.2％ 79.6％

膵臓 95.5％ 94.8％ 94.0％ 92.9％ 92.0％ 84.8％ 82.8％ 79.7％ 77.8％ 75.9％

小腸 93.6％ 78.5％ 78.5％ 73.2％ 62.3％ 90.3％ 72.2％ 72.2％ 63.2％ 53.8％

（資料）（公社）日本臓器移植ネットワークが提供した情報を元に厚生労働省健康・生活衛生局移植医療対策推進室で加工
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